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額
と
設
定
し
、
納
付
金
組
入
率
に
よ
る
負
担
抑
制
は
解

消
さ
れ
ま
す
。

⑵
収
納
率
に
よ
る
割
戻
し
に
つ
い
て

制
度
上
は
賦
課
総
額
を
実
際
の
収
納
率
で
割
戻
し
て

保
険
料
率
を
算
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
保

険
料
率
の
大
幅
増
に
つ
な
が
る
た
め
、
特
別
区
で
は
収

納
率
を
1
0
0
％
と
仮
定
し
て
算
定
す
る
こ
と
で
負
担

抑
制
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
負
担
抑
制
策
は
法
定
外
繰
入
を
伴
う

た
め
、
都
に
よ
る
都
内
保
険
料
水
準
の
統

一
の
検
討
に
併
せ
て
、
将
来
的
に
収
納
率

に
よ
る
割
戻
し
の
実
施
時
期
等
を
検
討
し

ま
す
。

○
賦
課
割
合

保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て
賦
課
す
る

「
所
得
割
」
と
、
被
保
険
者
全
員
に
等
し

く
賦
課
す
る
「
均
等
割
」
で
構
成
さ
れ
、

そ
の
割
合
を
「
賦
課
割
合
」
と
い
い
ま
す
。

賦
課
割
合
は
、
負
担
の
公
平
の
観
点
か

ら
比
率
の
均
衡
が
求
め
ら
れ
、
全
国
で
の

割
合
を
50
対
50
と
し
た
う
え
で
、
各
都
道

府
県
の
所
得
水
準
を
反
映
す
る
こ
と
が
原

則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
8
年
度
は
、
特
別
区
の
区
域
全
体

で
前
年
度
と
同
じ
、
所
得
割
58
対
均
等
割

42
の
割
合
を
用
い
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

（
子
ど
も
支
援
金
分
の
み
、
所
得
割
57
対

均
等
割
43
）

○
賦
課
限
度
額

国
の
方
針
に
従
い
、
賦
課
限
度
額
を
引

き
上
げ
、
中
間
所
得
層
や
低
所
得
層
の
負

担
を
軽
減
し
ま
す
。

○
基
準
保
険
料
率

令
和
8
年
度
の
被
保
険
者
の
医
療
費
に

係
る
「
基
礎
分
」、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
拠
出
す
る
「
後
期
高
齢
者
支
援
金

分
」、
介
護
保
険
の
第
2
号
被
保
険
者
の

保
険
料
を
納
付
す
る
「
介
護
納
付
金
分
」

及
び
新
設
と
な
っ
た
「
子
ど
も
支
援
金

分
」
の
保
険
料
は
、
表
の
と
お
り
と
な
り

ま
し
た
。

介
護
納
付
金
分
の
所
得
割
率
は
、
令
和
6
年
度
か
ら

特
別
区
で
統
一
の
基
準
保
険
料
率
を
示
す
こ
と
と
し
、

令
和
8
年
度
ま
で
を
経
過
措
置
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
支
援
金
分
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
が
い

る
世
帯
の
拠
出
額
が
増
え
な
い
よ
う
、
こ
ど
も
（
18
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
以
前
で
あ
る

者
）
に
係
る
均
等
割
額
は
全
額
軽
減
と
な
り
、
こ
ど
も

以
外
の
被
保
険
者
が
負
担
し
ま
す
。

（
特
別
区
長
会
事
務
局
）

特
別
区
長
会
は
、
令
和
8
年
2
月
の
総
会
で
、
統
一

保
険
料
方
式
に
よ
る
令
和
8
年
度
の
特
別
区
国
民
健
康

保
険
基
準
保
険
料
率
を
策
定
し
ま
し
た
。

○
経
緯

国
民
健
康
保
険
は
、
平
成
30
年
度
の
制
度
改
正
に
よ

り
、
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
し
て
加
わ

り
、
区
市
町
村
が
被
保
険
者
か
ら
必
要
な
保
険
料
を
徴

収
し
て
都
道
府
県
の
定
め
る
納
付
金
を
納
め
、
都
道
府

県
が
保
険
給
付
費
を
区
市
町
村
に
交
付
す
る
し
く
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
区
で
は
、
保
険
料
に
つ
い
て
、
平
成
30
年
度
か
ら
、

「
将
来
的
な
方
向
性
（
※
都
内
保
険
料
水
準
の
統
一
、
医

療
費
の
適
正
化
、
収
納
率
の
向
上
、
法
定
外
繰
入
の
解
消

又
は
縮
減
）
に
沿
っ
て
段
階
的
に
移
行
す
べ
く
23
区
統
一

で
対
応
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
水
準
を
参
考
に
各
区
独
自

に
対
応
す
る
こ
と
も
可
と
す
る
。」
と
い
う
区
長
会
の
申
し

合
せ
（
平
成
29
年
11
月
）
に
基
づ
き
運
用
し
て
い
ま
す
。

※�

都
内
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
同
じ
所
得
水
準
・
同

じ
世
帯
構
成
で
あ
れ
ば
同
じ
保
険
料
負
担
と
な
る
。

令
和
8
年
度
の
算
定

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設

令
和
8
年
度
か
ら
徴
収
開
始
と
な
る
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
金
分（
以
下「
子
ど
も
支
援
金
分
」と
い
う
。）も
、

統
一
保
険
料
方
式
に
よ
り
保
険
料
率
を
設
定
し
ま
す
。

○
賦
課
総
額

保
険
料
率
は
、
都
が
示
す
納
付
金
等
を
も
と
に
保
険

料
と
し
て
賦
課
す
る
総
額
（
賦
課
総
額
）
を
設
定
し
て

算
定
し
ま
す
。
特
別
区
で
は
、
平
成
30
年
度
の
制
度
改

正
に
伴
う
急
激
な
保
険
料
の
負
担
増
に
対
応
す
る
た

め
、
独
自
の
負
担
抑
制
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

⑴
納
付
金
組
入
率
に
つ
い
て

納
付
金
の
全
額
を
賦
課
総
額
と
は
せ
ず
、
平
成
30
年

度
は
94
％
を
組
み
入
れ
、
以
後
、
6
年
間
を
目
途
に
、

毎
年
度
こ
の
割
合
を
1
％
ず
つ
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
、
法
定
外
繰
入
の
段
階
的
な
縮
減
を
し
な
が
ら
対
応

し
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
等
の
特
殊
な
要
因
に
よ
り
、
計
画
通
り
引
き

上
げ
が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
、
令
和
6
年
度
は
、
当
初

か
ら
遅
れ
た
2
年
分
を
延
長
し
ま
し
た
。

令
和
8
年
度
か
ら
は
、
納
付
金
1
0
0
％
を
賦
課
総

令和8年度の特別区国民健康保険
基準保険料率が決まりました

8年度 7年度 対前年度増減
基
礎
分
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

被保険者数 1,662千人 1,699千人 37千人減
賦課総額 2,584億円 2,594億円 10億円減

賦課割合（所得割：均等割） 58：42 58：42 同割合
所得割率 10.31％ 基礎分 7.51％ 10.40％ 基礎分 7.71％ 0.09ポイント減支援金分 2.80％ 支援金分 2.69％

均等割額（年額） 65,200円 基礎分 47,600円 64,100円 基礎分 47,300円 1,100円増支援金分 17,600円 支援金分 16,800円
1人当たり保険料（年額） 155,447円 基礎分 113,337円 152,673円 基礎分 112,646円 2,774円増支援金分 42,110円 支援金分 40,027円

賦課限度額 930,000円 基礎分 670,000円 920,000円 基礎分 660,000円 1万円増支援金分 260,000円 支援金分 260,000円

介
護
納
付
金
分

介護保険第2号被保険者数 609千人 621千人 12千人減
賦課総額 259億円 246億円 13億円増

賦課割合（所得割：均等割） 58：42 58：42 同割合
所得割率 2.43％ 2.25％ 0.18ポイント増

均等割額（年額） 17,800円 16,600円 1,200円増
1人当たり保険料（年額） 42,609円 39,565円 3,044円増

賦課限度額 170,000円 170,000円 同額

子
ど
も
支
援
金
分

被保険者数 1,662千人

― ―

賦課総額 70億円
賦課割合（所得割：均等割） 57：43

所得割率 0.27％
均等割額（年額） 1,800円

18歳以上均等割額（年額） 73円
1人当たり保険料（年額） 4,227円

賦課限度額 30,000円

特別区国民健康保険基準保険料率等（令和8年度と7年度の比較）




